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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第19期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第20期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第19期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年６月30日

自平成21年４月１日
至平成21年６月30日

自平成20年４月１日
至平成21年３月31日

売上高（千円） 64,638 733,740 152,911

経常利益（△損失）（千円） △1,045,898 276,636 △4,165,272

四半期（当期）純利益(△損失)（千円） △939,704 276,096 △3,938,646

純資産額（千円） 14,865,043 12,252,822 12,138,320

総資産額（千円） 15,920,218 12,553,299 12,367,045

１株当たり純資産額（円） 123,869.52 102,816.89 101,856.44

１株当たり四半期（当期）純利益金額（△損

失）（円）
△7,970.83 2,341.93 △33,408.65

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利

益金額（円）
－ 2,339.90 －

自己資本比率（％） 91.7 96.6 97.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,165,999 △87,685 △2,986,214

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
49 － △38,917

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
－ － －

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円）
3,770,313 1,732,535 1,768,524

従業員数（人） 25 24 21

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。　

３．第19期および第19期第1四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金

額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失金額を計上しているため記載し

ておりません。

４．従業員数は、就業人員数を表示しております。なお、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記

載を省略しております。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 24     

  （注）１．従業員数は就業人員であります。臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しており

ます。

　

(2）提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 9     

　（注） 従業員数は就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社グループは研究開発を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしてお

りません。

(2）受注状況

　当社グループは受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載はしておりません。

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の事業別ごとの販売実績は、次のとおりであります。

事業別の名称

　
前第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

医薬（千円） 63,846 733,164

その他（千円） 792 576

合計（千円） 64,638 733,740

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売

実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

　ノバルティス社（スイス） － － 692,453 94.4

　サンド社（オーストラリア） 63,846 98.8 40,711 5.5

２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　なお、文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

 継続企業の前提に関する重要事象等

　当社グループは、第11期（平成13年３月期）に医薬品開発事業に軸足を転換して以来、企業価値を高めるべく医薬

品の研究開発並びに平成17年９月における海外の医薬品開発ベンチャー企業（Sosei R&D Ltd.）の買収等に多額

の先行投資を行ってまいりました。医薬品の研究開発事業には多額の費用を要し、また投資資金の回収も他の産業

と比較して相対的に長期に及ぶため、ベンチャー企業が当該事業に取り組む場合は、一般的にキャッシュ・フロー

のマイナスが先行する傾向にありますが、当社グループにおきましても同様に、前事業年度まで営業キャッシュ・

フローのマイナスが継続しております。また、当社グループは、当第１四半期連結会計期間末において現金及び預金

を1,732百万円（平成21年６月末現在）有しているものの、現時点において安定的な収益源を有していないこと等

から、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しております。　

 

３【経営上の重要な契約等】

    当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

　

(１）業績の状況

①売上高

  当社グループは当第１四半期連結会計期間において、733百万円（前年同四半期64百万円）の売上を計上しまし

た。主な内容は、ノバルティス社に導出している開発品NVA237の、第Ⅲ相臨床試験開始に伴う、マイルストン収入及

び緊急避妊薬のサンド社（オーストラリア）への販売収入であります。ノバルティスとの導出契約においては、当

社グループは開発の進捗に応じて総額187.5百万ドル（約170億円）のマイルストンを受領する契約となっており、

締結時に7.5百万ドルの契約一時金を受領しております。

②営業損益

当第１四半期連結会計期間の営業利益は、前年同四半期と比較して1,071百万円改善し、６百万円（前年同四半期

は営業損失1,064百万円）となりました。この主な要因は、上記売上高の計上と、研究開発費を中心とする販売費及

び一般管理費を大きく抑制したためです。販売費及び一般管理費の内訳は、研究開発費112百万円（前年同四半期比

66.8％減）、のれん償却額397百万円（前年同四半期比増減なし）、その他の販売費及び一般管理費179百万円（前

年同四半期比46.4％減）となっております。

③経常損益

　当第１四半期連結会計期間の経常利益は、276百万円（前年同四半期は経常損失1,045百万円）となりました。この

主な要因は、上記営業損益の改善と、為替差益の発生によるものです。

④四半期純損益

　当第１四半期連結会計期間の四半期純利益は、276百万円（前年同四半期は四半期純損失939百万円）となりまし

た。この主な要因は経常損益の改善によるものです。

⑤所在地別セグメント

　所在地別セグメントの業績については、次のとおりであります。

a.日本

  国内は、売上高は41百万円（前年同四半期64百万円）となりました。主な内容は、サンド社（オーストラリア）

からの緊急避妊薬の販売収入であります。営業損失は204百万円（前年同四半期322百万円）となりました。

b. 欧州

　欧州は、売上高は692百万円（前年同四半期2百万円）となりました。主な内容は、ノバルティス社（スイス）か

らのNVA２３７に関するマイルストン収入であります。営業利益は211百万円（前年同四半期は営業損失742百万

円）となりました。

　

(２) キャッシュフローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,732百万円（前年同四半期3,770百万円）となり

ました。

　当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 営業活動

によるキャッシュ・フローは前年同四半期と比較し、1,078百万円の改善を示し、87百万円のマイナス（前年同四半

期1,165百万円のマイナス）となりました。主なプラス要因は税金等調整前四半期純損益の改善、のれん償却額397

百万円及び法人税等還付額185百万円であり、マイナス要因は売上債権の増加額715百万円です。投資活動による

キャッシュ・フロー（前年同四半期49百万円のプラス）及び財務活動によるキャッシュ・フロー（前年同四半期

発生せず）は生じておりません。 

　　

(３) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。なお、当

社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は定めておりません。

　

(４）「２　事業等のリスク」に記載した重要事象等についての分析、検討内容、及び解消、改善するための対応策

　当社グループは「２　事業等のリスクに」に記載した、重要事象等の存在する当該状況を解消すべく、平成20年５

月より従来の方針を抜本的に見直し、研究開発費の削減を中心とした営業キャッシュ・フローの改善に向けた諸策

の取り組みに着手しております。

　研究開発費の削減に関わる主な諸策は以下の通りであります。

① 開発品の絞り込みを行い、開発後期段階の開発品に優先的に経営資源を投下し、並びに医薬候補品の探索

（創薬）への投資を制限することにより、研究開発費を大幅に削減する。

②　開発後期段階であっても、多額の研究開発費を必要とする開発品ＡＤ９２３（適応：癌性突出痛）等につ
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いては、アウトライセンス（癌性突出痛以外の適応及び器具の別用途も含む）、若しくは売却（当社グループ

が極力開発費を負担しない契約形態を想定）を検討する。

③　リスクの高いプロダクト・ディスカバリー事業から撤退する。

④ ＮＶＡ２３７/ＱＶＡ１４９及びＡＤ９２３を除く開発品のうち、Sosei R&D Ltd.で研究開発中のものにつ

いては、当社グループの研究開発費拠出を極力抑制しうる形態でアウトライセンス若しくは売却を検討する。

⑤ インライセンスに関しては、当社グループの財政状況を見ながら、有望な後期開発候補品確保の検討も継続

的に行い、ポートフォリオの新陳代謝を図ることにより、事業の継続性と企業価値向上の両立を図る。

　

　開発品目につきましては、開発後期段階の開発品に絞り込むとともに、多額の開発費用を要するＡＤ ９２３

並びにSosei R&D Ltd.で研究開発中のその他の開発品は、平成20年10月末までに所定の開発を終了し、プロダ

クト・ディスカバリー事業の撤退も、同じく平成20年10月末で完了いたしました。この結果、当社グループが独

自に開発中の開発品は、平成21年６月末時点においてＳＯＨ－０７５（適応：緊急避妊）のみとなっており、

当社グループの研究開発費は計画通り前年度実績に比べて大幅に減少しております。

　一方、その他の固定費の削減につきましては、懸案であったSosei R&D Ltd.の大幅な人員削減、Sosei R&D

Ltd.の研究施設の閉鎖移転は予定通り平成21年２月に完了しております。この結果、当第１四半期連結会計期

間末の営業キャッシュフローは大幅に改善しております。

　引き続き、徹底してグループを挙げて経費削減に取り組み、支出を抑制することに加えて、マイルストン等の

収入を確保することにより、今期を含め２年以上の必要資金を賄えるようグループを挙げて取り組んでまいり

ます。

　

（５）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間における研究開発活動は、ＮＶＡ２３７／ＱＶＡ149（適応：慢性閉塞性肺疾患）、

SOH-075（適応：緊急避妊）、ＳＤ１１８（適応：神経障害性疼痛）、ＡＤ４５２（適応：マラリア感染症） につ

いて開発進捗を図りました。各開発品の進捗は以下のとおりです。

　

■　ＮＶＡ２３７（適応：慢性閉塞性肺疾患）　

（平成21年４月１日）第Ⅲ相臨床試験準備中→（平成21年６月30日）第Ⅲ相臨床試験中

ＮＶＡ２３７は平成17年４月にノバルティス社（本社スイス）に全世界の独占的開発・販売権を導出した開発

品（単剤）であり、導出以降はノバルティス社によってＣＯＰＤ（Chronic Obstructive Pulmonary Disease:　慢

性閉塞性肺疾患）を適応として開発が進められています。慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）は、タバコなどの有害な

空気の刺激により気道（気管支）や肺（肺胞）に慢性炎症を生じ、その結果、気流が制限されたり酸素が交換でき

ずに呼吸が困難になる病気です。中等～重等症のCOPD 患者を対象とした当該試験で、ＮＶＡ２３７（臭化グリコ

ピロニウム、１ 日１ 回吸入の長時間作用型ムスカリン拮抗薬(LAMA)）は試験期間中24 時間に亘る持続的な気管

支拡張作用が示されました。また、チオトロピウム（すでに上市されているCOPD 治療薬スピリーバの有効成分）

と同様の有効性と持続的な気管支拡張作用を示すとともに、チオトロピウムに比べＮＶＡ２３７の優れた即効性

が示唆されました。更に、28 日間投与試験では安全性と忍容性が確認され、心臓血管系への影響は認められません

でした。そして当社は平成21年６月29日、ノバルティス社が、第Ⅲ相臨床試験の開始について、米国NIH がFDA と共

同で運営する臨床試験を公告するためのウェブサイトに報告したことを発表いたしました。当第１四半期連結会

計期間には、その開発進捗によるマイルストン収入が売上高に計上されております。

　

■　ＱＶＡ１４９（適応：慢性閉塞性肺疾患）

（平成21年４月１日）第Ⅲ相臨床試験準備中→（平成21年６月30日）第Ⅲ相臨床試験準備中

ＱＶＡ１４９は、ノバルティス社が独自で開発を行っている慢性閉塞性肺疾患を適応とする開発品ＱＡＢ１４

９（単剤、現在承認申請中）と、ＮＶＡ２３７との配合剤です。平成20年10月にＮＶＡ２３７の第Ⅱ相臨床試験追

加試験が完了し、現在、合剤として第Ⅲ相臨床試験の準備が行われております。

なお、上記ＮＶＡ２３７、ＱＶＡ１４９につきましては、当社グループには開発費用負担は生じません。
　

■ＳＯＨ－０７５（適応：緊急避妊）

（平成21年４月１日）承認申請準備中→（平成21年６月30日）承認申請準備中

ＳＯＨ－０７５は緊急避妊を目的として海外で開発された黄体ホルモン系避妊薬で、既に世界65ケ国で承認さ

れている開発品です。当社は日本市場向けに開発を進めており、平成20年７月に第Ⅲ相臨床試験を完了いたしまし

た。当該試験では、緊急避妊を必要とする女性を対象として、性交後72 時間以内に本剤1.5mg を１回投与し、安全

性、妊娠の有無などを評価しました。安全性については、重篤な有害事象の発現はなく、ほぼ全てが軽微な事象でし

た。妊娠の有無については、評価対象63 例中62 例の避妊を確認し、既に行われている海外での試験と同様の結果

でした。これを受け現在承認申請の準備を行なっております。また、平成20年10月には、上市後の販売チャネル構築

のため、あすか製薬株式会社と本開発品の国内販売権導出にかかる基本合意に達し、現在本契約締結に向けて準備
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を行っております。

■　ＳＤ １１８（適応：神経障害性疼痛）

（平成21年4月1日）第Ⅰ相臨床試験中→（平成21年６月30日）第Ⅱ相臨床試験準備中

ＳＤ １１８は、当社独自の研究開発手法であるドラッグ・リプロファイリング・プラットフォーム（DRP）に

より創出した開発品です。日本国内において、他の適応症で開発されていた薬剤に対し再評価を実施、各種疼痛動

物モデルでの実験結果から、新たに神経障害性疼痛治療のための経口剤としての可能性を見出したものです。神経

障害性（神経因性）疼痛とは、神経系への感染、圧迫、外傷、腫瘍などによる神経系の一時的傷害あるいは機能異常

を原因とする、長時間持続する難治性の疼痛です。既に第Ⅰ相臨床試験を終了し、単回経口投与、反復経口投与試験

において安全性及び忍容性を確認しております。平成18年６月に締結した提携契約に基づき、当社グループと

NeuroDiscovery Ltd（オーストラリア）及び同社子会社であるNeuroSolutions Ltd と共同で開発を進めており、

現在POC試験準備中であります。
　

■　ＡＤ４５２（適応：マラリア感染症）

（平成21年４月１日）開発休止中 →（平成21年６月30日）第Ⅰ相臨床試験準備中

ＡＤ４５２は、現在も使われている抗マラリア薬、メフロキンの光学異性体を単離した単一異性体です。当社は、

以前本剤を抗リウマチ薬として開発しておりました。この臨床試験において、安全性は確認されましたが、リウマ

チへの十分な治療効果が認められず、開発を中断しておりました。

現在市販されているメフロキンは精神神経系の副作用などが問題になっており、抗マラリア薬として臨床的意

義は高いものの、使用に当たっては相当の注意が必要とされております。一方、単一異性体である本開発品は、その

ような副作用が軽減されると考えられており、本剤のリプロファイルの一環として、抗マラリア薬としての開発を

進めるべく、当社は平成20年11月に本化合物の知的所有権及びノウハウをTreague社に導出いたしました。また、

Treague社は非営利団体であるMMV（Medicines for Malaria Venture）と協力し、マラリア感染症流行国における

治療を目的として開発を進めており、更に予防目的での開発も計画しております。 なお当社は、平成21年７月６日

当該化合物の第Ⅰ相臨床試験を開始したことを発表いたしました。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、重要な設備の新設、除却等について、該当事項はありません。また、新たに確

定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 186,720

計 186,720

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数 (株)
（平成21年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 117,893 117,893
東京証券取引所（マ

ザーズ）

当社は単元株制度は採用

しておりません。

計 117,893 117,893 － －

 (注)「提出日現在発行数」には、平成21年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ19及び新事業創出促進法第11条の５の規定に基づく新株引受権

（平成13年３月29日臨時株主総会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 585

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000

新株予約権の行使期間
自　平成16年３月29日

至　平成23年３月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

50,000

50,000

新株予約権の行使の条件
被付与者がその地位を失った場合は原則として権利行使不

能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入れ等の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

　（注）１．当社は、平成13年７月18日付で株式１株につき２株、平成16年１月９日付で株式１株につき５株の株式分割を

行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約

権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。

２．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整し、調整に

より生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

３．当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式に

より調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

調整後株式数＝
調整前株式数×調整前発行価額

調整後発行価額

４．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額は次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後発行価額＝調整前発行価額×
１

分割又は併合の比率

５．当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額は次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるも

のとします。

 
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価額＝調整前発行価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新発行株式数

６．上記のほか、細目については臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

「新株引受権付与契約」に定めております。
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（平成14年３月28日臨時株主総会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 960

新株予約権の行使時の払込金額（円） 160,000

新株予約権の行使期間
自　平成17年３月28日

至　平成24年３月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

160,000

160,000

新株予約権の行使の条件
被付与者がその地位を失った場合は原則として権利行使不

能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入れ等の禁止

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

　（注）１．当社は、平成16年１月９日付で株式１株につき５株の株式分割を行っております。これにより、新株予約権の

目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額が調整されております。

２．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整し、調整に

より生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

３．当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式に

より調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

調整後株式数＝
調整前株式数×調整前発行価額

調整後発行価額

４．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額は次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後発行価額＝調整前発行価額×
１

分割又は併合の比率

５．当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額は次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるも

のとします。

 
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価額＝調整前発行価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新発行株式数

６．上記のほか、細目については臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

「新株引受権付与契約」に定めております。
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②　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

(第１回新株予約権）（平成15年10月７日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 18

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 90

新株予約権の行使時の払込金額（円） 100,000

新株予約権の行使期間
自　平成18年10月７日

至　平成25年10月６日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

100,000

50,000

新株予約権の行使の条件
被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数

で権利行使可能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入れ等の禁止

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

　（注）１．当社は、平成16年１月９日付で株式１株につき５株の株式分割を行っております。これにより、新株予約権の

数、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。

２．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整し、調整に

より生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

３．当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式に

より調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝
調整前付与株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

４．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価格は

次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割又は併合の比率

５．当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使

価格は次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

６．上記のほか、細目については臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めております。
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　(第３回新株予約権）（平成15年12月16日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 4

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20

新株予約権の行使時の払込金額（円） 100,000

新株予約権の行使期間
自　平成18年12月17日

至　平成25年12月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

100,001

50,001

新株予約権の行使の条件
被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数

で権利行使可能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入れ等の禁止

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

　（注）１．当社は、平成16年１月９日付で株式１株につき５株の株式分割を行っております。これにより、新株予約権の

数、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。

２．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整し、調整に

より生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

３．当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式に

より調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝
調整前付与株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

４．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価格は

次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割又は併合の比率

５．当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使

価格は次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

６．上記のほか、細目については臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めております。

EDINET提出書類

そーせいグループ株式会社(E00981)

四半期報告書
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(第５回新株予約権）（平成16年６月11日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 280

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 280

新株予約権の行使時の払込金額（円） 800,000

新株予約権の行使期間
自　平成19年６月12日

至　平成26年６月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

800,000

400,000

新株予約権の行使の条件
被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数

で権利行使可能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入れ等の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整し、調整によ

り生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

２．当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式に

より調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝
調整前付与株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

３．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価格は

次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割又は併合の比率

４．当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使

価格は次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

５．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めております。

EDINET提出書類

そーせいグループ株式会社(E00981)
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（第６回新株予約権）（平成16年６月11日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 60

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 60

新株予約権の行使時の払込金額（円） 800,000

新株予約権の行使期間
自　平成19年６月12日

至　平成26年６月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

800,001

400,001

新株予約権の行使の条件
被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数

で権利行使可能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入れ等の禁止

代用払込みに関する事項   －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   －

　（注）１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整し、調整によ

り生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

２．当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式に

より調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝
調整前付与株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

３．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は

次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
１

分割又は併合の比率

４．当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使

価額は次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

５．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めております。
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四半期報告書

15/37



(第７回新株予約権）（平成17年７月７日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 532

 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）
－

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 532

新株予約権の行使時の払込金額（円） 523,800

新株予約権の行使期間
自　平成20年６月30日

至　平成27年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

523,800

261,900

新株予約権の行使の条件
被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数

で権利行使可能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入れ等の禁止

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

 　（注）１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整し、調整に

より生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

 ２．当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式

により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝
調整前付与株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 ３．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価格

は次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割又は併合の比率

 ４．当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行

使価格は次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 ５．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めております。
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（第８回新株予約権）（平成17年７月７日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 90

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 90

新株予約権の行使時の払込金額（円） 523,800

新株予約権の行使期間
自　平成20年７月８日

至　平成27年７月７日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

523,801

261,901

新株予約権の行使の条件
被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数

で権利行使可能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入れ等の禁止

代用払込みに関する事項   －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   －

　（注）１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整し、調整によ

り生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

２．当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式に

より調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝
調整前付与株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

３．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は

次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
１

分割又は併合の比率

４．当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使

価額は次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

５．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めております。

EDINET提出書類

そーせいグループ株式会社(E00981)

四半期報告書
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③　会社法第236条、238条及び239条の規定に基づく新株予約権

(第９回新株予約権）（平成18年７月17日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 350

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 350

新株予約権の行使時の払込金額（円） 245,600

新株予約権の行使期間
自　平成21年６月24日

至　平成28年６月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

245,600

122,800

新株予約権の行使の条件
被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数

で権利行使可能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入れ等の禁止

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

 　（注）１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整し、調整に

より生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

 ２．当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式

により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝
調整前付与株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 ３．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価格

は次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割又は併合の比率

 ４．当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行

使価格は次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 ５．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めております。

EDINET提出書類

そーせいグループ株式会社(E00981)
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（第10回新株予約権）（平成18年７月17日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 188

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 188

新株予約権の行使時の払込金額（円） 245,600

新株予約権の行使期間
自　平成21年７月19日

至　平成28年７月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

245,601

122,801

新株予約権の行使の条件
被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数

で権利行使可能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入れ等の禁止

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

　（注）１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整し、調整によ

り生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

２．当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式に

より調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝
調整前付与株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

３．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は

次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
１

分割又は併合の比率

４．当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使

価額は次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

５．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めております。
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　（第13回新株予約権）（平成19年７月17日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 730

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 730

新株予約権の行使時の払込金額（円） 214,800

新株予約権の行使期間
自　平成22年７月18日

至　平成29年７月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

214,800

107,400

新株予約権の行使の条件
被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数

で権利行使可能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入れ等の禁止

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

　（注）１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整し、調整によ

り生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

２．当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式に

より調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝
調整前付与株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

３．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は

次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
１

分割又は併合の比率

４．当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使

価額は次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

５．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

「新株予約権総数引受契約」に定めております。
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（第14回新株予約権）（平成19年７月17日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 486

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 486

新株予約権の行使時の払込金額（円） 214,800

新株予約権の行使期間
自　平成22年７月18日

至　平成29年７月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

214,801

107,401

新株予約権の行使の条件
被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数

で権利行使可能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入れ等の禁止

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

　（注）１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整し、調整によ

り生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

２．当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式に

より調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝
調整前付与株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

３．当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は

次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
１

分割又は併合の比率

４．当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使

価額は次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げるものとします。

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

５．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

「新株予約権総数引受契約」に定めております。
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（第15～24回新株予約権）（平成19年12月７日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　　　（注）１ 18,115

新株予約権の行使時の払込金額（円）　　　　（注）２ 276,000

新株予約権の行使期間
自　平成19年12月26日

至　平成22年12月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　発

行価格及び資本組入額（円）　　　　　　　（注）３

発行価格

資本組入額

276,662

138,331

新株予約権の行使の条件 （注）４　

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会

の決議による当社の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 

（注）１． 株価の変動に応じて本新株予約権の行使により当社が交付する普通株式の数は、5,000,000千円を行使価額

で除して得られる最大整数となります。

　つまり、新株予約権は１個あたりの出資金額が固定されており、行使価額が修正されることに伴って新株予

約権の行使により交付される株式数が変動する仕組みとなっております。従って、株価が上昇して行使価額が

上方修正されれば希薄化の度合いが小さくなります。その反面、株価が下落して行使価額が下方修正されれば

希薄化の度合いが大きくなります。

　尚、当初行使価額における最大発行数は18,115株となりますが、当社は本新株予約権の行使により発行され

る株式数の累計が30,600株（発行決議日時点における発行済株式数の26％）を超えるような行使を行わない

ことを、割当先に義務づけております。

　尚、この措置を講じることにより、本新株予約権が行使される行使価額の水準次第では、調達可能金額が

5,000,000千円を下回る可能性がありますが、これは新株予約権の行使により交付する株式数の累計が30,600

株を超えて、更に希薄化が進展することを抑制することを優先する趣旨によるものです。

２． 当初行使価額を276,000円（発行決議日の株価終値の150％）とし、下限行使価額を92,000円（発行決議日

の株価終値の50％）とします。

　尚、当社は割当日の翌取引日以降、株価水準や研究開発の進捗状況等を勘案し、回号ごとに行使価額の修正開

始を決定することができる。修正が開始された場合、行使価額は修正開始時点の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値（以下株価）の平均値の90％に修正され、以降毎週一度その時点の株価の平均値

の90％に修正されるものとします。

　又、行使価額の修正開始決定後、５連続取引日の株価終値が「リセット価額(※)」を下回った場合、その翌取

引日以降、行使価額は当初の行使価額276,000円（発行決議日の株価終値の150％）に自動的に戻ることとし

ます。

※リセット価額とは、「行使価額の修正開始時点の株価の80％」か「下限行使価額92,000円」のいずれか高

い方を指します。

３． 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定めると

ころに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場

合は、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加す

る資本金の額を減じた額とします。尚、当初行使価額における発行価格及び資本組入額を上表に記載しており

ます。
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４． 当社が行使価額の修正開始を決定した場合、割当予定先は、当社株価動向及び市場環境等を勘案し、修正開

始の対象となった回号の新株予約権のうち、どれだけの個数の新株予約権を権利行使最終期日までに行使す

るかを表明し、表明した新株予約権は一定の条件(※)が満たされている限り、権利行使最終期日までに必ず行

使が行われる仕組みとなっております。この場合、修正開始の対象となった新株予約権の個数のうち、割当予

定先が権利行使最終期日までに行使することを表明しない新株予約権の個数は、行使価額の修正開始後、行使

ができなくなります。

※一定の条件とは、当社にデフォルト事由が発生しないこと、当社の判断等により本新株予約権の取得を行わ

ないこと、及び行使価額の修正開始日以後において５連続取引日の株価終値が「リセット価額」を下回ら

ないことを指します。

５.　上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と割当先との間で締結する「新株予約権買取契約

証書」に定めております。

６． 当社の判断により、当社はいつでも本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年４月１日～　

平成21年６月30日　
－ 117,893 － 16,965,805 － 18,907,795

（５）【大株主の状況】

 　当第１四半期会計期間において、プラチナム・インベストメント・マネージメント・リミテッドから平成21年

５月21日付け及び平成21年６月22日付けの変更報告書の写しの送付があり、同日現在で株を保有している旨の報

告を受けておりますが、当社として四半期末時点における実質所有株式数の確認が出来ません。

　なお、プラチナム・インベストメント・マネージメント・リミテッドの変更報告書の内容は以下のとおりであり

ます。

　平成21年5月21日提出変更報告書内容

大量保有者　　　プラチナム・インベストメント・マネージメント・リミテッド

住所　　　　　　Level 8, 7 Macquarie Place, Sydney NSW 2000, Australia

保有株券等の数　株式　6,327株

株券等保有割合　5.37％

　

　平成21年６月22日提出変更報告書内容

大量保有者　　　プラチナム・インベストメント・マネージメント・リミテッド

住所　　　　　　Level 8, 7 Macquarie Place, Sydney NSW 2000, Australia

保有株券等の数　株式　4,909株

株券等保有割合　4.16％

　

（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）　　　 普通株式 117,893 117,893 （注）

端株 － － －

発行済株式総数  117,893 － －

総株主の議決権 － 117,893 －
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　（注）権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

 

②【自己株式等】

　該当事項はありません。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月

最高（円） 32,00076,000140,000

最低（円） 28,50030,65058,000

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
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３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

　(1)執行役の状況

　　　①新任執行役　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数（株）

執行役副社

長
虎見　英俊

昭和42年５

月31日生　

平成２年５月
南カリフォルニア大学レーベンサール経理学校

卒業

平成２年６月 デロイトトウシュトーマツ（米国）　

平成４年８月 三井信託銀行(現中央三井信託銀行）ロスアン

ゼルス支店

平成14年７月ハネウエルジャパン株式会社

平成20年12月当社経理部長 

平成21年２月

平成21年7月　　

　

株式会社そーせい　代表取締役（現任）

当社執行役副社長　（現任）

（注）　 －

計 －

　（注）平成21年７月１日より平成22年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結のときまで
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、

当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成

21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる

四半期レビューを受けております。

　なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツと

なっております。　
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,732,535 1,768,524

売掛金 772,101 16,880

その他 219,367 336,612

貸倒引当金 △95,806 △74,062

流動資産合計 2,628,198 2,047,955

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 44,726 41,022

工具、器具及び備品（純額） 3,896 3,731

有形固定資産合計 ※1
 48,623

※1
 44,753

無形固定資産

のれん 9,793,274 10,190,299

その他 4,674 5,509

無形固定資産合計 9,797,949 10,195,809

投資その他の資産

その他 78,528 78,527

投資その他の資産合計 78,528 78,527

固定資産合計 9,925,101 10,319,090

資産合計 12,553,299 12,367,045

負債の部

流動負債

買掛金 37,421 162

未払金 71,110 34,983

未払費用 179,977 178,708

未払法人税等 540 2,160

その他 11,427 12,710

流動負債合計 300,476 228,724

負債合計 300,476 228,724

純資産の部

株主資本

資本金 16,965,805 16,965,805

資本剰余金 18,907,795 18,907,795

利益剰余金 △24,710,581 △24,986,678

株主資本合計 11,163,018 10,886,921

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 958,373 1,121,240

評価・換算差額等合計 958,373 1,121,240

新株予約権 131,430 130,159

純資産合計 12,252,822 12,138,320

負債純資産合計 12,553,299 12,367,045
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 64,638 733,740

売上原価 58,861 37,709

売上総利益 5,777 696,030

販売費及び一般管理費 ※1
 1,070,254

※1
 689,061

営業利益又は営業損失（△） △1,064,477 6,969

営業外収益

受取利息 2,751 148

為替差益 14,329 269,519

雑収入 1,587 0

営業外収益合計 18,669 269,667

営業外費用

雑損失 90 －

営業外費用合計 90 －

経常利益又は経常損失（△） △1,045,898 276,636

特別損失

固定資産売却損 612 －

特別損失合計 612 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,046,510 276,636

法人税、住民税及び事業税 ※2
 △106,805 540

法人税等合計 △106,805 540

四半期純利益又は四半期純損失（△） △939,704 276,096
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,046,510 276,636

減価償却費 7,658 3,152

のれん償却額 397,024 397,024

株式報酬費用 41,484 1,271

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 21,744

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,345 △2,629

為替差損益（△は益） － △260,201

売上債権の増減額（△は増加） 5,790 △715,083

前払費用の増減額（△は増加） △12,254 △15,055

未収入金の増減額（△は増加） 30,763 148

立替金の増減額（△は増加） 18,125 △21,551

未収付加価値税増減額（△は増加） △8,799 △5,913

仕入債務の増減額（△は減少） － 37,259

未払金の増減額（△は減少） △101,875 32,438

未払費用の増減額（△は減少） △522,649 △17,113

預り金の増減額（△は減少） △8,294 1,522

その他 △201 △4,511

小計 △1,215,081 △270,859

利息及び配当金の受取額 2,751 148

法人税等の還付額 47,162 185,185

法人税等の支払額 △832 △2,160

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,165,999 △87,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △467 －

有形固定資産の売却による収入 516 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 49 －

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー － －

現金及び現金同等物に係る換算差額 28,324 51,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,137,626 △35,988

現金及び現金同等物の期首残高 4,907,939 1,768,524

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 3,770,313

※1
 1,732,535
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

　該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】
 

当第１四半期連結会計期間
　（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書)　

　前第１四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりまし

た「為替差損益」及び「仕入債務の増減額」は重要性が増加したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記するこ

とといたしました。なお、前第１四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に

含めて表示した「為替差損益」は1,207千円であり、「仕入債務の増減額」は、2,698千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　該当事項はありません。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は51,600千円であり

ます。　

※１．有形固定資産の減価償却累計額は47,764千円であり

ます。

 ２．偶発債務

  一時中断している開発品ＡＤ９２３について、ムン

ディファーマ社に導出していた欧州における販売権等

を買い戻したことに関連し、当社に対し新たな開発

パートナーからの収入があった場合には、同社に対し

1.5百万ポンドを上限として、収入の20%を支払う取り

決めとなっております。

  ２．偶発債務

 一時中断している開発品ＡＤ９２３について、ムン

ディファーマ社に導出していた欧州における販売権等

を買い戻したことに関連し、当社に対し新たな開発

パートナーからの収入があった場合には、同社に対し

1.5百万ポンドを上限として、収入の20%を支払う取り

決めとなっております。

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

研究開発費 337,357千円

のれん償却額 397,024

研究開発費 112,154千円

のれん償却額 397,024

貸倒引当金繰入額　　 21,744

　なお、研究開発費の総額は上記金額であり、そのうち

主要な費用及び金額は次のとおりであります。

　なお、研究開発費の総額は上記金額であり、そのうち

主要な費用及び金額は次のとおりであります。

人件費 95,119千円

委託費用 215,202

人件費 34,217千円

委託費用 57,808

　

※２．主に英国子会社におけるタックスクレジットの発生

によるものであります。

      　

──────
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１．現金及び現金同等物の四半期期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定 3,770,313千円

現金及び現金同等物 3,770,313

 

※１．現金及び現金同等物の四半期期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,732,535千円

現金及び現金同等物 1,732,535

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 117,893株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 －株

３．新株予約権等に関する事項

（1）第３回新株予約権（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 20株 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高 0千円（親会社0千円、連結子会社－千円）

（2）第６回新株予約権（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 60株 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 0千円（親会社0千円、連結子会社－千円）

（3）第８回新株予約権（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 90株 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 0千円（親会社0千円、連結子会社－千円）

（4）第15回～24回新株予約権（注）２

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 18,115株 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高 12,000千円（親会社12,000千円、連結子会社－千円）

（5）ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 119,430千円（親会社119,430千円、連結子会社－千円）

(注)１．会社法施行日前に付与されたストックオプションであります。

　　 ２．平成19年12月に野村證券㈱に割り当てた新株予約権の目的となる株式の総数であります。尚、上記株

式数は、当初行使価額における最大発行数であり、行使価額により変動いたします。

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　医薬事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　医薬事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

－前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
日本
（千円）

欧州
（千円）

北米
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高                         

(1）外部顧客に対する売上高 64,638 － － 64,638 － 64,638

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 2,567 1,984 4,551 △4,551 －

計 64,638 2,567 1,984 69,190△4,551 64,638

営業利益又は営業損失(△） △322,740△742,161 453△1,064,448△28△1,064,477

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

 
日本
（千円）

欧州
（千円）

北米
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高                         

(1）外部顧客に対する売上高 41,287692,453 － 733,740 － 733,740

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 41,287692,453 － 733,740 － 733,740

営業利益又は営業損失(△） △204,168211,137 － 6,969 － 6,969

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）欧州……英国

(2）北米……米国
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【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 オセアニア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 63,846 63,846

Ⅱ　連結売上高（千円） － 64,638

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 98.8 98.8

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 欧州　 オセアニア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 692,453 40,711 733,164

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 733,740

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 94.4 5.5 99.9

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

欧州……スイス         

オセアニア……オーストラリア

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（有価証券関係）

　著しい変動がないため記載を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。　

 

（ストック・オプション等関係）

著しい変動がないため記載を省略しております。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 102,816.89円 １株当たり純資産額 101,856.44円

２．１株当たり四半期純利益又は純損失金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △7,970.83円 １株当たり四半期純利益金額 2,341.93円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

を計上しているため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額
2,339.90円

　（注）１株当たり四半期純損失金額（△）または、１株当たり四半期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額　 　 　

四半期純利益(△損失)（千円） △939,704 276,096

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益(△損失)（千円） △939,704 276,096

期中平均株式数（株） 117,893 117,893

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円）　　　　　　　　　　　　　　　　　 　－ －

（うち支払利息（税額相当額控除後）） － －

　（うち事務手数料（税額相当額控除後）） － －

　普通株式増加数（株） － 102

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

　────── ──────

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年8月12日

そーせいグループ株式会社

取締役会　御中

監査法人　トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 川上　　豊　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 川島　繁雄　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に 掲げられているそーせいグルー

プ株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日 までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成２０

年４月１日から平成２０年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損

益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、そーせいグループ株式会社及び連結子会社の平成２０年６月３０日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の注記に記載のとおり、会社は、創業以来継続的に営業損失を計上

する等の状況にあり、今後数年間に亘って年間約４０億円程度の研究開発投資を継続するという従来の方針を継続する場

合、当四半期連結会計期間末における現金及び預金残高は十分ではなく、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在してい

る。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月12日

そーせいグループ株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ

 
指定有限責任
社員
業務執行社員

 公認会計士 川上　　豊　　印

 
指定有限責任
社員
業務執行社員

 公認会計士 川島　繁雄　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に 掲げられているそーせいグルー

プ株式会社の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日 までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成２１

年４月１日から平成２１年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２１年４月１日から平成２１年６月３０

日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ

・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、そーせいグループ株式会社及び連結子会社の平成２１年６月３０日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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